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�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
地
域
森
林
計
画
案
の
関
係
書
類
の
縦
覧�

（
林
業
振
興
課
）　
　

一

〇
地
域
森
林
計
画
変
更
案
の
関
係
書
類
の
縦
覧�
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一

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除�

（
森
林
整
備
課
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〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
二
件
）�

（
都
市
計
画
課
）　
　

二

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出�

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

二

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の

決
定�
（
食
産
業
振
興
課
）　
　

二

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了�
（
建
築
宅
地
課
）　
　

二

収
用
委
員
会

〇
県
道
山
下
停
車
場
線
１
号
事
件
及
び
２
号
事
件
審
理
の
開
催�

　
　

三

〇
県
道
山
下
停
車
場
線
１
号
事
件
裁
決
手
続
開
始
の
更
正
決
定�
　
　

三

〇
県
道
山
下
停
車
場
線
２
号
事
件
裁
決
手
続
開
始
の
更
正
決
定�
　
　

三

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
南
部
地
域
森
林
計
画
を
立

て
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す

る
。

　

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
宮
城
県
知
事
に
、
理
由
を

付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

森
林
計
画
区
の
名
称

　
　

宮
城
南
部
森
林
計
画
区

二　

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
を
受
け
付
け
る
場
所

　

�　

宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
林
業
振
興
課
）、
宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
及
び
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務

所
三　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
二
年
十
一
月
四
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
四
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
北
部
地
域
森
林
計
画
を
変

更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供

す
る
。

　

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
宮
城
県
知
事
に
、
理
由
を

付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

森
林
計
画
区
の
名
称

　
　

宮
城
北
部
森
林
計
画
区

二　

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
を
受
け
付
け
る
場
所

　

�　

宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
林
業
振
興
課
）、
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
、
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
（
栗

原
地
域
事
務
所
含
む
。）、
宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
（
登
米
地
域
事
務
所
を
含
む
。）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
地

方
振
興
事
務
所

三　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
二
年
十
一
月
四
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
四
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

発　　　　行
宮 城 県
（総務部県政情報・文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
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気
仙
沼
市
本
吉
町
午
王
野
沢
三
十
五
の
二
十
一
、
三
十
五
の
二
十
二
、
三
十
五
の
二
十
三

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
三
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

気
仙
沼
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称

　
　
　

鹿
折
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
四
号

　

七
ヶ
浜
町
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称

　
　
　

代
ヶ
崎
浜
Ｂ
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
山
田
川
沿
岸
土
地

改
良
区
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
四
日

�

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

冨　
　

田　
　

政　
　

則　
　
　

　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
二
年
十
月
十
二
日

千　

葉　

幸　

雄

栗
原
市
高
清
水
小
山
田
七
番
地
一

監　

事

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
活
用
し
た
県
産
品
販
売
支
援
業
務

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

農
政
部
食
産
業
振
興
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町

三
丁
目
八
番
一
号

三�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
二
年
九
月
八
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

楽
天
株
式
会
社　

東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
一
丁
目
十

四
番
一
号

五�　

契
約
金
額　

一
億
八
千
五
百
九
十
六
万
六
千
円

六�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令

第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
該
当

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。
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令
和
二
年
十
一
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
菖
蒲
田
浜
字
浜
伊
場
二
十
二
番
の
一

部
、
二
十
三
番
の
一
部
、
二
十
四
番
の
一
部
、
字
招
又
十

八
番
一
の
一
部
、
二
十
番
二
の
一
部
、
二
十
一
番
一
の
一

部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
菖
蒲
田
浜
字
浜
伊
場
九
十
八
番
地

�

渡
邉　

淳　
　
　
　
　
　
　
　
　

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
32号

　
宮
城
県
起
業
の
県
道
山
下
停
車
場
線
改
築
工
事
（
宮
城
県
亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
頭
無
地
内
か
ら
同
町
山
寺
字
桜
木

地
内
ま
で
）
に
係
る
土
地
収
用
事
件
（
県
道
山
下
停
車
場
線
１
号
事
件
及
び
県
道
山
下
停
車
場
線
２
号
事
件
）
に
つ
い

て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年
法
律
第
219号

）
第
46条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
審
理
を
開
始
す
る
。

　
　
令
和
２
年
11月
４
日

�
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
日
時
　
令
和
２
年
12月
18日
（
金
）
午
後
２
時
か
ら

２
　
場
所
　
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　
宮
城
県
　
行
政
庁
舎
９
階
　
第
一
会
議
室

３
　
審
理
事
項
　
本
事
件
に
関
す
る
起
業
者
及
び
土
地
所
有
者
に
対
す
る
審
問
等

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
33号

　
令
和
２
年
３
月
６
日
付
け
で
当
委
員
会
が
行
っ
た
県
道
山
下
停
車
場
線
改
築
工
事
（
宮
城
県
亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字

頭
無
地
内
か
ら
同
町
山
寺
字
桜
木
地
内
ま
で
）
に
係
る
裁
決
手
続
開
始
決
定
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
更
正
し
た
。

　
　
令
和
２
年
11月
４
日

�
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

記

１
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
す
る
土
地
の
所
在
，
地
番
，
地
目
及
び
地
積
等
の
表

「

地
　
番

地
　
　
　
目

地
　
　
　
積
（
㎡
）

収
用
又
は
使
用
し
よ
う
と

す
る
土
地
の
面
積
（
㎡
）

公
　
簿

現
　
況

公
　
簿

実
　
測

収
　
用

使
　
用

を

139番
２

宅
地

宅
地

189.08
185.13

53.67
3.64

」

「

地
　
番

地
　
　
　
目

地
　
　
　
積
（
㎡
）

収
用
又
は
使
用
し
よ
う
と

す
る
土
地
の
面
積
（
㎡
）

公
　
簿

現
　
況

公
　
簿

実
　
測

収
　
用

使
　
用

に

139番
２

宅
地

宅
地

189.08
189.86

55.06
3.74

」

　
改
め
る
。

２
�　
土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
，
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類
「
な
し
」
を
「
使

用
権
　
設
定
年
月
日
不
詳
　
別
添
１
の
と
お
り
」
に
改
め
，
別
添
１
を
加
え
る
。

３
�　
裁
決
手
続
開
始
決
定
書
に
添
付
の
実
測
平
面
図
を
別
添
２
の
と
お
り
改
め
る
。

　
（
注
）
�別
添
１
及
び
別
添
２
に
つ
い
て
は
，
当
委
員
会
事
務
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
縦
覧
時
間
は
，
宮

城
県
の
執
務
時
間
を
定
め
る
規
則
（
平
成
元
年
４
月
１
日
宮
城
県
規
則
第
45号
）
に
規
定
す
る
県
の
執
務
時

間
と
す
る
。

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
34号

　
令
和
２
年
４
月
10日
付
け
で
当
委
員
会
が
行
っ
た
県
道
山
下
停
車
場
線
改
築
工
事
（
宮
城
県
亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字

頭
無
地
内
か
ら
同
町
山
寺
字
桜
木
地
内
ま
で
）
に
係
る
裁
決
手
続
開
始
決
定
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
更
正
し
た
。

　
　
令
和
２
年
11月
４
日

�
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

記

１
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
す
る
土
地
の
所
在
，
地
番
，
地
目
及
び
地
積
等
の
表

「

地
　
番

地
　
　
　
目

地
　
　
　
積
（
㎡
）

収
用
又
は
使
用
し
よ
う
と

す
る
土
地
の
面
積
（
㎡
）

公
　
簿

現
　
況

公
　
簿

実
　
測

収
　
用

使
　
用

を

139番
１

公
衆
用
道
路
公
衆
用
道
路

627
716.01

14.78
1.70

18.84
1.28

」
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「

地
　
番

地
　
　
　
目

地
　
　
　
積
（
㎡
）

収
用
又
は
使
用
し
よ
う
と

す
る
土
地
の
面
積
（
㎡
）

公
　
簿

現
　
況

公
　
簿

実
　
測

収
　
用

使
　
用

に

139番
１

公
衆
用
道
路
公
衆
用
道
路

627
621.13

13.02
1.50

16.23
1.10

」

　
改
め
る
。

２
�　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所
「
別
紙
の
と
お
り
」
を
「
別
添
１
の
と
お
り
」
に
改
め
，
別
紙
を
別
添
１
に
改
め

る
。

３
�　
裁
決
手
続
開
始
決
定
書
に
添
付
の
実
測
平
面
図
を
別
添
２
の
と
お
り
改
め
る
。

　
（
注
）
�別
添
１
及
び
別
添
２
に
つ
い
て
は
，
当
委
員
会
事
務
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
縦
覧
時
間
は
，
宮

城
県
の
執
務
時
間
を
定
め
る
規
則
（
平
成
元
年
４
月
１
日
宮
城
県
規
則
第
45号
）
に
規
定
す
る
県
の
執
務
時

間
と
す
る
。


